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（趣旨） 

第１ 東京の森林の循環を推進するためには、東京の木多摩産材（多摩産材認証協

議会が認証した木材。以下「東京の木多摩産材」という。）の利用拡大が不可欠

である。 

このため、本事業は、公共施設において、東京の木多摩産材を原材料とする木

材の建材（以下「東京の木多摩産材由来の建材」という。）を利用した木造化や

内装木質化、東京の木多摩産材を原材料とする什器、加工品等（以下「東京の木

多摩産材由来の製品等」という。）を利用した木製什器、木製外構施設等の整備

を支援することにより、木の良さや木の価値を広く発信し、東京の木多摩産材等

の利用拡大を図ることを目的とするものである。 

 

（目的） 

第２ 本要綱は、公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業の実施に当たり、

必要な事項を定め、適正かつ円滑な事業運営管理を行うことを目的とする。 

 

（支援の対象施設） 

第３ 支援の対象となる施設は、次の各号に掲げる要件全てに該当するものとする。 

（１）都内に所在している施設であること。 

（２）区市町村が設置又は整備する施設であること。 

（３）日常的に利用される施設であること。 

 

（支援の対象事業等） 

第４ 支援の対象となる木材及び事業は、別表１及び２のとおりとする。 

 

（支援の対象者） 

第５ 対象事業の実施主体は、区市町村とする。ただし、「脱炭素社会の実現に資

する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成２２年

法律第３６号）第１２条第１項の規定に基づき、当該区市町村の区域内の建築物

等における木材の利用の促進に関する方針（改正前の「公共建築物等における木



材利用の促進に関する法律」第９条第１項の規定に基づく建築物における木材利

用推進方針を含む。以下「方針」という。）を策定済みの区市町村とする。 

２ 前項の規定によらず、別表に定める木製外構施設の整備については、方針の策

定を要しない。 

３ 都内の区市町村間において、支援の対象事業を共同して管理及び執行するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定に基づき設置された事務の

共同処理のための事業者は、第１項の規定によらず、管理及び執行の役割分担、

経費の負担が明確とされた場合は、当該区市町村に準じるものとして支援対象

とする。 

 

（事業の募集） 

第６ 知事は支援の対象となる事業を募集する。 

２ 前項の募集に応じる区市町村は、別に定める申請書に事業計画書を添え、知

事に提出しなければならない。 

３ 事業の実施に当たって債務負担行為を設定した事業については、当該債務負

担行為の開始年度に、前項に準じた申請書を知事に提出しなければならない。  

４ 募集に関し必要な事項は、別に定める。  

 

（計画の承認） 

第７ 知事は第６に基づく申請があり、適切と認められる場合は、当該事業計画を

承認する。 

２ 知事は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

 

（指導助言等） 

第８ 知事は、事業の適切かつ効果的な実施のため、第７第１項により計画の承認

を受けた事業について、指導助言を行うことができる。 

２ 知事は、事業を円滑に進める上で必要と認める場合には、報告を求めることが

できる。 

 

（その他） 

第９ この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年６月１０日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第４関係） 

木材区分 内容  

東京の木 

多摩産材 

多摩産材認証協議会によって産地証明された合法性確認木材 

 

東京の木多摩産

材を原材料とす

る木材の建材 

(東京の木多摩

産材由来の建

材) 

次のいずれかに該当する木材 

・「東京の木多摩産材」認証製材 

・合板、集成材及びCLT等の木材の建材のうち、その原材料の全て

が東京の木多摩産材であるもの（一部使用のものは国産材とみな

す）。 

 

国産材 

 

産地証明された木材、または、国産材であること及び合法的に 

伐採されたことが確認された木材 

 

 

 

別表２（第４関係） 

事業区分 事業の内容 

木造化 

建築物の構造材に東京の木多摩産材由来の建材をあらわしで使用

する木造建築物（一部国産材を含む） 

※混構造建築物の場合は、木造部分 

東京の木多摩産材由来の建材の使用割合が３０％以上、または、 

東京の木多摩産材由来の建材の使用量が５０m3以上 

内装木質化 

床、壁、建具等の仕上げ材として東京の木多摩産材由来の建材を

使用する内装木質化（一部国産材を含む） 

※東京の木多摩産材由来の建材の使用量は、１㎡当たり０．０１ 

m3以上、かつ、計画全体で、東京の木多摩産材由来の建材の使用

割合が３０％以上 

木製遊具の 

整備 

東京の木多摩産材由来の製品等を使用した定置型木製遊具の整備 

※東京の木多摩産材の使用量は、製品個々に１㎡当たり０．０８ 

m3以上 

木製什器の 

整備 

東京の木多摩産材由来の製品等の整備 

※東京の木多摩産材の使用量は、製品個々に使用される木材の 

３０％以上 



木製外構施設

の整備 

東京の木多摩産材由来の製品等をはじめとする国産木材を使用し

た外構施設の整備 

※東京の木多摩産材をはじめとする国産木材の使用量は、１㎡当 

たり０．０１２㎥以上（うち東京の木多摩産材の使用割合３ 

０％以上） 

（注１）いずれも、使用する東京の木多摩産材由来の製品等が、日常的に利用者の目に触

れられる状態にあること。 

（注２）木の良さや木の価値が伝わりにくい素材（木材と別素材との混合品等）は、原料に

東京の木多摩産材が使われていても支援の対象外とする。 

（注３）木製遊具の整備、木製什器の整備、木製外溝施設の整備のうち、金属等の木材以外

の素材を組み合わせた、個々の製品、施設のうち、木材の使用割合の極端に少ないもの

については、手に触れられる部位に木材と認識できる製品、施設を支援の対象とする。 


